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議案第８２号 

千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係 

る人員等の基準に関する条例の一部改正について 

千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人

員等の基準に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

平成２８年６月９日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係 

る人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例 

千葉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人

員等の基準に関する条例（平成２７年千葉市条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

第４条第１項第３号中「第１４０条の６８第１項」を「第１４０条の

６８第１項第１号」に改め、「修了した者」の次に「であって、当該研

修又は同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日

から起算して５年を超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を

修了したもの」を加える。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 平成２５年度までに介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平

成２７年厚生労働省令第１９号）による改正前の介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６８第１項に規定する

主任介護支援専門員研修を修了した者に対するこの条例による改正後

の第４条第１項第３号の規定の適用については、同号中「当該研修又

は同項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日か

ら起算して５年を超えない期間ごとに」とあるのは、次の表の左欄に

掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

平成２３年度までに主任介護 平成３１年３月３１日までに及び同 
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支援専門員研修を修了した者 日以降５年を超えない期間ごとに 

平成２４年度及び平成２５年

度に主任介護支援専門員研修

を修了した者 

平成３２年３月３１日までに及び同

日以降５年を超えない期間ごとに 
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議 案 説 明 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センターの主

任介護支援専門員の要件に更新研修の修了者であることを加えるため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第８３号 

千葉市旅館業法施行条例の一部改正について 

 千葉市旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

千葉市旅館業法施行条例（平成１５年千葉市条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項第５号中「第１６条に規定する職業能力開発校及び障害

者職業能力開発校」を「第１５条の７第１項各号（第３号を除く。）に

掲げる施設」に改める。 

第１８条第１項第１号に次のただし書を加える。 

 ただし、客室の延床面積が３３平方メートル未満の施設については、

この限りでない。 

第１８条第１項に次の２号を加える。 

（３）便所は、各階に設けること。ただし、客室の延床面積が３３平方

メートル未満の施設については、この限りでない。 

（４）便所は、防虫及び防臭の設備を有すること。 

 第１８条第２項中「第１６条第２号から第１１号まで及び」を「第 

１６条第２号から第９号まで及び第１１号並びに」に改める。 

第１９条第２項中「前条第１項第１号」を「前条第１項第１号本文」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 

旅館業法施行令の一部改正に伴い、小規模の簡易宿所について客室

の床面積の基準の適用の対象外とするほか、所要の改正を行うため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第８４号 

千葉市療育センター設置管理条例の一部改正について 

 千葉市療育センター設置管理条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市療育センター設置管理条例の一部を改正する条例 

千葉市療育センター設置管理条例（昭和５６年千葉市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

第１条に次の１項を加える。 

２ 療育センターに次のとおり分館を置く。 

名称 位置 

千葉市療育センター分館 千葉市美浜区高浜３丁目３番１号 

第２条第１項中「療育センター」の次に「（分館を除く。）」を加え、

同項第３号中「いう。）」の次に「（体育室に限る。）」を加え、同条

に次の１項を加える。 

３ 分館に、ふれあいの家（体育室を除く。）を置く。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年１２月１日から施行する。 
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議 案 説 明 

療育センターに分館を設置し、身体障害者福祉センターふれあいの

家を移転するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第８５号 

千葉市ビジネス支援センター設置管理条例の一部改正について 

千葉市ビジネス支援センター設置管理条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

平成２８年６月９日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市ビジネス支援センター設置管理条例の一部を改正する条例 

第１条 千葉市ビジネス支援センター設置管理条例（平成１８年千葉市

条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中「別表第２に掲げるとおり」を「年末年始（１２月

２９日から翌年の１月３日までの日をいう。）」に改める。 

  第７条第１項中「別表第２に掲げるとおり」を「午前９時から午後

９時まで」に改める。 

  第１７条第２項中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

  別表第１第１項第４号を次のように改める。 

（４）小会議室 

 別表第１第１項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号から

第９号までを１号ずつ繰り上げる。 

  別表第２を削る。 

  別表第３中「特別会議室」を「会議室５」に、「２４，３７０円」

を「１１，４１０円」に、「パソコン研修室」を「特別会議室」に、

「１７，１７０円」を「２４，３７０円」に、「講師控室１」を「小

会議室１」に、「講師控室２」を「小会議室２」に、「４，３２０ 

円」を「６，４８０円」に、「５，２４０円」を「７，８６０円」に

改め、同表備考第１項中「（商談室１及び共同利用室にあっては、午

前９時から午後５時まで）」を削り、同表を別表第２とする。 

第２条 千葉市ビジネス支援センター設置管理条例の一部を次のように

改正する。 

  第１条第２項を削る。 

  第２条中「別表第１」を「次」に改め、同条に次の各号を加える。 
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 （１）情報センター 

 （２）会議室 

 （３）特別会議室 

 （４）小会議室 

 （５）商談室 

 （６）共同利用室 

（７）多目的室 

（８）ビジネスインキュベート室（以下「インキュベート室」とい

う。） 

  第６条第１項中「ビジネスインキュベート室及び店舗型ビジネスイ

ンキュベート室（以下「インキュベート室」という。）」を「インキ

ュベート室」に改める。 

  第１７条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。 

  別表第１を削る。 

  別表第２中 

 「 

ビジネスインキュ

ベート室 

１平方メートル

当たり１月につ

き 

２，０５０円 

（分館のビジネスイン

キュベート室にあって

は、２，５７０円） 

店舗型ビジネスイ

ンキュベート室 

３，６００円 

                              」 

 「 

インキュベート室 １平方メートル

当たり１月につ

き 

２，０５０円 

                              」 

改め、同表を別表とする。 

   附 則 

１ この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。ただし、第１条

を 

に 

」 
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の規定は、同年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の別表第２の規定は、平成２９年４月１

日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利

用料金については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以

後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料

金については、なお従前の例による。 
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議 案 説 明 

ビジネス支援センター富士見分館を廃止するほか、所要の改正を行

うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第８６号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正について 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５

年千葉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

幕張新都心若葉

住宅地区地区整

備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示さ

れた幕張新都心若葉住宅地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められている区域 

 別表第２に次のように加える。 

幕張新都心若葉

住宅地区地区整

備計画区域 

住宅・複合

用途街区 

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券売

場その他これらに類するもの 

 別表第５に次のように加える。 

幕張新都

心若葉住

宅地区地

区整備計

画区域 

住宅・複

合用途街

区 

建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から道路境界

線までの距離は、計画図に

示す１号壁面線については

２メートル以上（高さ４．

５メートル未満の部分に限

る。）、計画図に示す２号

壁面線については２メート

ル以上とする。 

（１）地盤面下

のもの 

（２）建築物の

管理上最小

限必要な附

帯施設 
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附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 

幕張新都心若葉住宅地区の地区計画区域のうち、地区整備計画が

定められた区域を条例の適用範囲に加えるため、条例の一部を改正

しようとするものであります。 
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議案第８７号 

   財産の取得について 

 市は、次のとおり財産を取得するものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 取得財産 千葉市民会館の空調熱源等設備 

（１） 冷温水発生機 ２台 

（２） 冷温水管及び付属機器類一式 

（３） 空調機器一式 

２ 所在地 千葉市中央区要町１番１号 

３ 取得予定価額 ３５４，２７３，７３４円 
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議 案 説 明 

  千葉市民会館の空調熱源等設備を取得することについて、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第８８号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 旧千葉市立磯辺第二小学校解体工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺７丁目１７番１号 

３ 工事概要（１）校舎棟            解体工一式 

（２）屋内運動場          解体工一式 

      （３）プール、体育倉庫、外構施設等 解体工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ４４５，７９９，１６０円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から３００日間 

７ 請 負 者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

       市原・鵜沢建設共同企業体 

 代表者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

           株式会社市原組 

           代表取締役 松 山 淳 一 

           千葉市若葉区千城台西１丁目３８番１号 

           鵜沢建設株式会社 

           代表取締役 鵜 沢 朋 生 
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議 案 説 明 

  旧千葉市立磯辺第二小学校解体工事を行うための工事請負契約につ

いて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 

12



 

議案第８９号 

   工事の施行に関する協定について 

 市は、次のとおり協定を締結するものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 協 定 の 目 的 千葉都市モノレール千葉駅と総武本線千葉駅・駅ビ

ルとの接続施設及び弁天地区市道と総武本線千葉

駅・駅ビルとの接続階段の整備工事の施行に関する

平成２８年度協定 

２ 工 事 場 所 千葉市中央区新千葉１丁目１番２５外 

３ 工 事 概 要（１）千葉都市モノレール千葉駅との接続施設  

鉄骨造階段、エスカレータ２基、エレベータ１基 

        （２）弁天地区市道との接続階段  

鉄骨造階段、エレベータ１基 

４ 協 定 金 額 ８２３，１３６，０００円 

（うち市負担分６８５，７５３，０００円） 

５ 工 期 協定締結日の翌日から平成２９年３月３１日まで 

６ 協定の相手方 東京都渋谷区代々木２丁目２番６号 

  東日本旅客鉄道株式会社 

 東京工事事務所長 大 西 精 治 
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議 案 説 明 

  千葉都市モノレール千葉駅と総武本線千葉駅・駅ビルとの接続施設

及び弁天地区市道と総武本線千葉駅・駅ビルとの接続階段の整備工事

を行うための平成２８年度協定について、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を

求めるものであります。 
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議案第９０号 

   損害賠償額の決定について 

 市は、次のとおり損害賠償の額を定めるものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 損害賠償額  

  １１，５８１，４２７円 

２ 相手方    

  東京都新宿区西新宿１丁目２６番１号 

  損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

  代表取締役社長 西 澤 敬 二 

３ 事件の概要 

平成２７年９月１８日、地震による津波注意報を受け、市が管理す

る寒川水門が自動閉鎖され、その後の降雨に対し、市から排水機場の

運転等の業務を受託する業者の現場到着が遅れたため、排水ポンプの

運転が間に合わず、株式会社山田工務所（以下「被害者」という。）

が所有する建物内において浸水被害が生じた。相手方は、被害者との

損害保険契約に基づき被害者に対して損害保険金を支払ったことによ

り被害者の当該損害保険金に係る市に対する損害賠償請求権を代位取

得したため、市は、相手方に対し、当該損害保険金と同額の損害金を

支払うもの 
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議 案 説 明 

  損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第９６条第１項第

１３号の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第９１号 

   議決事件の一部変更について 

 平成２７年９月１５日議決された「旧高浜第二小学校跡施設校舎大規

模改造工事に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額及び工期を変

更するものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約金額 

   変更前 ３５９，５３２，０００円 

   変更後 ３７３，２１０，２００円 

２ 工  期 

   変更前 契約締結日の翌日から３００日間 

   変更後 契約締結日の翌日から３８７日間 

   （契約締結日 平成２７年９月１５日）  
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（参考） 

議案第１２８号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２７年９月４日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 旧高浜第二小学校跡施設校舎大規模改造工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区高浜３丁目３番１号 

３ 工事概要（１）校舎棟 内外部改修工一式 

             耐震補強工一式 

 （２）駐車場、駐輪場新設 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ３５９，５３２，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から３００日間 

７ 請 負 者 千葉市若葉区加曽利町１０１８番地 

  杉田建設興業株式会社 

 代表取締役社長 杉 田 正 己 
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議 案 説 明 

  旧高浜第二小学校跡施設校舎大規模改造工事に係る工事請負契約の

契約金額及び工期を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第９２号 

   議決事件の一部変更について 

 平成２７年９月１５日議決された「旧千葉市立磯辺第一小学校解体工

事に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額及び工期を変更するも

のとする。 

  平成２８年６月９日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約金額   

   変更前 ６５１，２４０，０００円 

   変更後 ６６３，６１３，５６０円 

２ 工  期 

   変更前 契約締結日の翌日から３６０日間 

   変更後 契約締結日の翌日から４２０日間 

   （契約締結日 平成２７年９月１５日） 
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（参考） 

議案第１３０号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２７年９月４日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 旧千葉市立磯辺第一小学校解体工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺５丁目２番１号 

３ 工事概要（１）校舎棟            解体工一式 

（２）屋内運動場          解体工一式 

      （３）プール、体育倉庫、外構施設等 解体工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ６５１，２４０，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から３６０日間 

７ 請 負 者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

       市原・小梛建設共同企業体 

 代表者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

           株式会社市原組 

           代表取締役 松 山 淳 一 

           千葉市稲毛区小仲台６丁目２０番２号 

           株式会社小梛組 

           代表取締役 小 梛 泰 三 郎 
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議 案 説 明 

  旧千葉市立磯辺第一小学校解体工事に係る工事請負契約の契約金額

及び工期を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第９３号 

   議決事件の一部変更について 

 平成２７年９月１５日議決された「旧千葉市立磯辺第二中学校解体工

事に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額を変更するものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約金額   

   変更前 ３０７，８００，０００円 

   変更後 ３１５，０７２，７２０円 
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（参考） 

議案第１３１号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２７年９月４日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 旧千葉市立磯辺第二中学校解体工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺１丁目５０番１号 

３ 工事概要 （１）校舎棟             解体工一式 

（２）プール、武道場、部室、体育倉庫、外構施設等 

                    解体工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ３０７，８００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から３００日間 

７ 請 負 者 千葉市稲毛区小仲台６丁目２０番２号 

       小梛・市原建設共同企業体 

 代表者 千葉市稲毛区小仲台６丁目２０番２号 

           株式会社小梛組 

           代表取締役 小 梛 泰 三 郎 

           千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

           株式会社市原組 

           代表取締役 松 山 淳 一 
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議 案 説 明 

  旧千葉市立磯辺第二中学校解体工事に係る工事請負契約の契約金額

を変更するため、議決を求めるものであります。 
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